
 

問Ⅴ‐６‐③（役員に対する報酬等） 

 非常勤理事や評議員に対して給与は支給できるのでしょうか。非常勤理事や

評議員は現在は無報酬ですが、報酬等の支給基準を定めるという基準の意味は

報酬を支給しなければならないということなのでしょうか。 

答  

１ 公益法人の理事等の報酬等が、民間事業者の役員の報酬等や公益法人の経

理の状況に照らし、不当に高額な場合には、法人の非営利性を潜脱するおそ

れがあり、適当ではありません。このため、理事等に対する報酬等が不当に

高額なものとならないよう支給の基準を定めていることが公益認定の基準と

されています（公益法人認定法第５条第 13 号）。 

 

２ ただし、報酬等の支給基準を定めるといっても、報酬等の支給を義務付け

る趣旨ではなく、無報酬でも問題ありません。その場合は、報酬等の支給基

準において無報酬である旨を定めることになります。 

 

３ 逆に、非常勤理事や評議員に対し、職務遂行の対価として、各々の責任に

見合った報酬等を支給することも可能です。非常勤理事や評議員に対して、

職務遂行の対価として支給する日当や、交通費実費相当額を超えて支給する

お車代等は、本基準でいう報酬等に含まれます。 

 

４ 定款で「原則」無報酬であるとしながらも、常勤役員等に対して支給する

ことも「できる」と規定する場合には、支給する場合の基準について定めて

おくことが必要です。定款で支給ができる旨の規定はあるものの、当面の間

は役員報酬を支給する予定がないような場合は、支給基準において無報酬で

ある旨を定めたうえ、支給する場合の基準は省略しても構いません（この場

合は、将来支給することとなった場合には支給基準の改訂が必要になりま

す。）。 

 


